
第４１号議案 

平成２５年度 中間市一般会計補正予算（第２号） 

 平成２５年度中間市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７３，６００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１６，６９０，６１９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算 

補正 」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成２５年９月３日提出 

中間市長  松下 俊男 
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（追加） 単位：千円

起　債　の　目　的

上底井野地区暗渠排水整備事業

計

（変更） 単位：千円

起　債　の　目　的 限 度 額 利 率 限 度 額
起債の
方　法

利 率
償還の
方　法

国 土 保 全 対 策 事 業 8,800 7,500 証書貸借

都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 39,100 0 又 は

御座ノ瀬中ノ谷線バイパス事業 41,000 0 証券発行

橋りょう長寿命化計画策定事業 6,500 5,500

御 館 通 谷 線 舗 装 事 業 13,000 0

砂 山 中 底 井 野 線 舗 装 事 業 6,500 0

御座ノ瀬１号線道路改良事業 8,000 0

宮 園 前 田 線 道 路 改 良 事 業 3,000 0

中 ノ 谷 ３ 号 線 道 路 改良 事 業 1,000 900

東中間二丁目地内道路改良事業 4,100 0

鳴王寺塘ノ内線道路改良事業 16,000 13,900

七 重 ５ 号 線 道 路 改 良 事 業 16,500 9,800

東 観 農 堀 口 線 道 路 改良 事 業 1,000 900

離駒ポンプ場自家発電設置事業 6,300 0

臨 時 財 政 対 策 債 741,052 693,488

計 1,011,852 831,988

第　２　表　　　地　　方　　債　　補　　正

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

1,400 証 書 貸 借 ５.０％以内。ただ
し、利率見直し方式
で借り入れる公的資
金について、利率の
見直しを行った後に
おいては、当該見直
し後の利率。

借入先の定める条件によるものとする。ただし、据置期間及び償還
期限を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることがで
きる。

又 は

証 券 発 行

1,400

補 正 前 補 正 後

起債の
方　法

償還の
方　法

起　債　の　目　的

証書貸借 ５.０％
以内。た
だし、利
率見直し
方式で借
り入れる
公的資金
につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率。

借入先の
定める条
件による
ものとす
る。ただ
し、据置
期間及び
償還期限
を短縮
し、若し
くは繰上
げ償還又
は低利に
借換えす
ることが
できる。

国 土 保 全 対 策 事 業

臨 時 財 政 対 策 債

東中間二丁目地内道路改良事業

５.０％
以内。た
だし、利
率見直し
方式で借
り入れる
公的資金
につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利
率。

借入先の
定める条
件による
ものとす
る。ただ
し、据置
期間及び
償還期限
を短縮
し、若し
くは繰上
げ償還又
は低利に
借換えす
ることが
できる。

又 は 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業

証券発行 御座ノ瀬中ノ谷線バイパス事業

鳴王寺塘ノ内線道路改良事業

七 重 ５ 号 線 道 路 改 良 事 業

東 観 農 堀 口 線 道 路 改良 事業

離駒ポンプ場自家発電設置事業

計

橋りょう長寿命化計画策定事業

御 館 通 谷 線 舗 装 事 業

砂 山 中 底 井 野 線 舗 装 事 業

御座ノ瀬１号線道路改良事業

宮 園 前 田 線 道 路 改 良 事 業

中 ノ 谷 ３ 号 線 道 路 改良 事業
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その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

その他の
特 別 職

給 与 費 明 細 書
１．　　特 別 職

（単位：千円）

区 分 職 員 数
給 与 費

共 済 費 合 計
報 酬 給 料

期 末 手 当
計年間支給率 

(人） (月分）

補正後

長等 2 17,664
4,994

22,658 3,850 26,508
(2.95月分)

議員 19 82,728
20,600

103,328 47,580 150,908
(2.95月分)

948 46,009 7,440
2,104

55,553 1,810 57,363
(2.95月分)

計 969 128,737 25,104 27,698 181,539 53,240 234,779

補正前

長等 2 17,664
4,994

22,658 3,850 26,508
(2.95月分)

議員 19 91,860
25,970

117,830 47,580 165,410
(2.95月分)

939 45,760 7,440
2,104

55,304 1,810 57,114
(2.95月分)

計 960 137,620 25,104 33,068 195,792 53,240 249,032

比　較

長等  

議員  △9,132
△5,370

△14,502  △14,502

9 249  249  

計 9 △8,883  △5,370 △14,253  △14,253

249
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